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災害時の死者・安否不明者等の氏名等公表にかかる県の方針(案) 

 

１．趣旨 

   災害時における安否不明者ならびに行方不明者および死者の氏名等の公表は、救助活動の効率

化や情報の錯そうによる混乱回避に繋がりうることから、災害時の円滑な運用を目的とし、公表

方針(案)を予め定めるものである。 

   なお、この方針(案)については、今後、国からのガイドライン等が示された場合や運用の状況

等をふまえ、適宜、見直しを行うものとする。 

 

２．用語の定義 

   安否不明者：当人と連絡がとれず安否がわからない者 

   死者   ：災害が原因で死亡した者 

   行方不明者：災害が原因で所在不明、かつ死亡の疑いがある者 

 

３．公表の方針 

  ①安否不明者 

   災害時において、安否不明者の氏名等の情報を公表することが救出・救助活動に資する場合は、

住民基本台帳の閲覧制限または住民票の写し等の交付の制限の対象者である当該安否不明者に係

る情報を除き、原則として公表する。 

   公表に際しては、予め、氏名等の公表について家族等の同意を得るよう努めるものとする。た

だし、家族等の意向の確認に時間を要する場合はこの限りでない。 

 

  ②死者・行方不明者 

   原則として公表しない。 

   ただし、大規模災害時において、死者または行方不明者の氏名等を公表することが公益上特に

必要があると認める場合は、氏名等の公表についてその家族等が同意した死者または行方不明者

（住民基本台帳の閲覧制限または住民票の写し等の交付の制限の対象者を除く）の氏名等を公表

することができる。 

 

４．公表内容 

   氏名、住所(町・大字まで)、年齢、性別、被災の状況を公表することを原則とする。ただし、

死者・行方不明者にあっては、家族等の同意を得られた範囲の情報に限る。 

 

５．この公表方針は、市町や警察の公表方針を妨げるものではない。 


